
町内小中学校では「働き方改革」の推進、業務の質的転換を図るため下記  

期間を「学校閉庁日」といたします。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

     

     

 

    添付資料 有 無 

 

  日  時   

  平成 30 年８月 13 日（月）から 17 日（金）までの５日間 

  学校閉庁中の取扱 

  児童生徒の命に係ることや事故など緊急の際は以下へご連絡ください。 

  ・昼間（午前８時～午後５時 30 分） 

 箕輪町教育委員会 学校教育課 電話 0265-70-6603 

・夜間（午後５時 30 分～午前８時） 

 箕輪町役場 宿直       電話 0265-79-3111（代） 

 （１）閉庁中は、学校に電話連絡いただいても、応答することができません。 

    ご承知おきください。 

 （２）学校への忘れ物についても、対応できないのでご協力お願いします。 

 （３）その他ご不明な点がありましたら、学校教育課までお問合せ下さい。 

箕輪町教育委員会 学校教育課 プレスリリース  
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箕輪町教育委員会 学校教育課 
(課長) 柴 敏夫（係長）井上 典彦 
電 話：0265-70-6603 
ＦＡＸ：0265-79-6368 
Ｅ‐mail：kyouiku@town.minowa.lg.jp 

町内小中学校における夏休み中の「学校閉庁日」について 

箕輪町 


